
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３２号 

令和４年 11 月 11 日発行 

粕川町５２０(尾島庁舎内) 
Tel ５２－８８６２ 

Fax ５２－８８６３ 

お問い合わせ 

尾島行政センター 電話 0276-52-8862 

★日 時 １２月８日（木曜日） 
午前１０時００分～正午 

★会 場 尾島生涯学習センター 工芸実習室 
★対 象 市内に在住、または在勤の人 
★持ち物 筆記用具、はさみ、１０㎝以上の定規 
     １０㎝程度の蓋付きタッパー 
★定 員 ８人 

(定員を超えた場合は抽選) 
★参加費 １，２００円 
★申込み １１月２１日(月)～２２日(火)に 

二次元コードまたは尾島行政センターへ 
電話で申し込み。 

★日 時 １月１２日～２月２日（毎週木曜日）全４回 
午前１０時００分～正午  

★会 場 世良田生涯学習センター 多目的ホール 
★対 象 市内に在住、または在勤の人 
★持ち物 バスタオルまたはヨガマット 
     運動のできる服装 
★定 員 １５人 

(定員を超えた場合は抽選) 
★参加費 無料 
★申込み １２月５日(月)～６日(火)に 

二次元コードまたは尾島行政センターへ電話
で申し込み。 

 

◆第４月曜日（祝祭日の場合は翌日）は、休館日です。 

今月は１１月２８日（月）です。 

◆令和５年３月分の貸館の申請は、１２月１日（木）から受付いたします。 

 
市社会貢献活動連絡協議会では、尾島庁舎前の「町民の森公園」にイルミネーションを点灯します。 ボラン
ティア団体による手作りのイルミネーションをお楽しみください。 
 
点 灯 期 間：１１月２７日（日）～１月２８日（土） 

午後５時～１０時 
点灯式イベント：１１月２７日（日）                  

午後 2時 30分～5時 
子どもたちによる演奏や発表、ボランティア 
団体によるバザーを開催します。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更になる場合があります。 
【お問い合わせ】 太田市ボランティアセンター      ＴＥＬ：0276-60-7280 

「町民の森公園」イルミネーション 

 

太田市各種けんしん期間は令和４年１２月２０日で終了です 

余裕をもってけんしんを受けてください！ 
＊詳細は受診券封筒（４月末郵送済）に同封したご案内やホームページをご覧ください。 

【お問い合わせ】新田保健センター 0276-57-2651 



議会報告会・意見交換会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市政の身近なテーマについて、少人数のグループに分かれて話し合う、議会報告会・意見交換会を開催します。       
気軽な雰囲気の中で、「暮しやすい太田市」について、みなさんの自由な意見をお聞かせください。 
【日時】 令和５年１月１４日（土）  午後２時 0０～午後 3時 30分（予定）まで 
【会場・テーマ】 太田行政センター   「災害対策について」 

          九合行政センター   「子育てについて」 
          鳥之郷行政センター  「ごみ対策について」 
【対象】 市内在住の人 
【定員】 太田行政センター  １０人 
     九合行政センター  １７人 
     鳥之郷行政センター １１人 

※定員を超えた場合は抽選とし、抽選結果は申込者全員に通知します。 
【締め切り】 令和４年１２月２０日（火） 
【申込方法】 電話、ＦＡＸ、郵便、電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。 

        お申し込みの際は、①氏名 ②住所 ③電話番号 ④参加したいテーマの会場名（第２希望 
・第３希望があれば、その会場名）をお知らせください。 

【申込先】 太田市議会事務局 〒３７３－８７１８ 太田市浜町２番３５号 
                ＴＥＬ:０２７６-４７-１８０６ ＦＡＸ:０２７６-４７-１８６０ 
                e-mail otagikai@mx.city.ota.gunma.jp 
【その他】 新型コロナウイルスの影響により中止となる場合があります。 

 

 

議員と話そう！ 

聴力の低下により日常生活に支障のある在宅高齢者を対象に、補聴器の購入費の一部を助成します。 
 
助成額  上限３０，０００円（補聴器購入費用の２分の１） 

※集音器、助聴器は対象外です。 
対象   以下のすべての要件を満たす方 

・６５歳以上で太田市に居住し、住民登録がある。 
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない。 
・両耳の聴力レベルが４０デシベル以上７０デシベル未満で、耳鼻咽喉科の医師より補聴器の使
用が必要であると認められた方。  

申請方法 必ず補聴器を購入する前に長寿あんしん課へ申請してください。申請には医師の意見書（助成事
業用）、購入する補聴器の見積書が必要です。 

申請期間 令和５年２月２８日（火）まで。ただし、助成予算額に達した場合は受付を終了する場合があり
ます。 

お問合せ 長寿あんしん課 いきがい推進係 0276-47-1829 

令和４年度 

今月の納期 

【第５期】 

１１月３０日(水) 

＊納期限までの納付にご協力をお願いします。 
                   【お問い合わせ】 
◆国民健康保険税        収納課       0276-47-1820 

◆後期高齢者医療保険料    医療年金課    0276-47-1926 

◆介護保険料           介護サービス課  0276-47-1948 

市防犯協会による歳末一斉防犯パトロールを実施します 
 
安全で安心して暮らすことのできる住み良いまちづくりは、地域住民すべての願いで

す。犯罪の未然防止は、警察、行政は無論のこと地域住民全体が一体となって取り組むこ
とが大切です。 
市防犯協会では、地域住民の安全を守るため、各種防犯パトロールを行っています。 
日頃の防犯活動に加えて、１２月１６日（金）夜間に、年末の事件等の未然防止を目的

とした歳末一斉防犯パトロールを、学校周辺・商店・住宅地などで実施します。 
なお、防犯灯の維持管理も行っていますので、防犯灯の不具合にお気付きの場合は、黄

色のプレート番号を確認の上、お住まいの地区の防犯委員または防犯灯受付コールセンタ
ー（電話：０５７０－６６６－１８１）までご連絡ください。 
 

市防犯協会事務局（市役所危機管理室内） 
電話０２７６―４７―１８９９ 

防犯灯管理プレート 

mailto:otagikai@mx.city.ota.gunma.jp

